
平
成
27
年
よ
り
労
働
者
数
50
人

以
上
の
事
業
場
を
対
象
と
し
て
、

年
１
回
の
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の

実
施
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
が
、

契
約
期
間
が
１
年
未
満
の
労
働
者

や
、
労
働
時
間
が
通
常
の
労
働
者

の
所
定
労
働
時
間
の
４
分
の
３
未

満
の
短
時
間
労
働
者
は
義
務
の
対

象
外
で
す
。

ま
た
、
50
人
未
満
の
小
規
模
事

業
場
は
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実

施
は
、
努
力
義
務
と
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
50
人
未
満

の
小
規
模
事
業
場
で
は
、
１
人
で

も
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
者
が
発

生
す
る
こ
と
は
ダ
メ
ー
ジ
が
大
き

く
経
営
に
と
っ
て
も
痛
手
で
す
。

今
回
は
、
労
働
者
が
メ
ン
タ
ル

ヘ
ル
ス
不
調
に
な
る
こ
と
を
未
然

に
気
付
く
き
っ
か
け
に
な
り
得
る

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
導
入

方
法
を
順
に
確
認
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
」
と
は
、

ス
ト
レ
ス
に
関
す
る
質
問
票
（
図

参
照
）
に
労
働
者
が
記
入
・
回
答

し
、
そ
れ
を
集
計
・
分
析
す
る
こ

と
で
、
自
分
の
ス
ト
レ
ス
が
ど
の

よ
う
な
状
態
に
あ
る
の
か
を
調
べ

る
簡
単
な
検
査
で
す
。

自
分
の
ス
ト
レ
ス
の
状
態
を
知

る
こ
と
で
、
ス
ト
レ
ス
を
た
め
す

ぎ
な
い
よ
う
に
対
処
し
、
ま
た
ス

ト
レ
ス
が
高
い
状
態
の
場
合
は
医

師
の
面
接
と
助
言
を
受
け
て
、
会

社
側
に
仕
事
の
軽
減
な
ど
の
措
置

を
実
施
し
て
も
ら
っ
た
り
、
職
場

の
改
善
に
つ
な
げ
た
り
し
て
、

「
う
つ
」
な
ど
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
不
調
を
未
然
に
防
止
し
て
い
こ

う
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

１
年
以
内
ご
と
に
１
回
、
全
て

の
労
働
者
に
対
し
て
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
を
実
施
し
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の
準

備
か
ら
事
後
措
置
ま
で
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

１
、
導
入
前
の
準
備
（
実
施
方
法

な
ど
社
内
ル
ー
ル
の
策
定
）
を
行

い
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

①
事
業
主
と
し
て
「
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
不
調
の
未
然
防
止
の
た
め
に

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
を
実
施

す
る
」
旨
の
方
針
を
示
し
ま
す
。

②
衛
生
委
員
会
を
設
け
て
い
る
事

業
所
は
、
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制

度
の
実
施
方
法
な
ど
を
話
し
合
い

ま
す
。
ま
た
、
決
ま
っ
た
こ
と
を

社
内
規
程
と
し
て
明
文
化
し
、
全

労
働
者
に
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

③
実
施
体
制
や
役
割
分
担
を
決
め

ま
す
。

２
、
全
員
に
質
問
票
（
図
参
照
）

を
配
布
し
、
記
入
し
て
も
ら
い
、

回
収
し
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

①
記
入
が
終
わ
っ
た
質
問
票
は
、

医
師
な
ど
の
実
施
者
（
ま
た
は
そ

の
補
助
を
す
る
実
施
事
務
従
事
者
）

が
回
収
し
ま
す
。
第
三
者
や
人
事

権
を
持
つ
職
員
が
、
記
入
・
入
力

の
終
わ
っ
た
質
問
票
の
内
容
を
閲

覧
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

３
、
ス
ト
レ
ス
状
況
の
評
価
と
医

師
の
面
接
指
導
の
要
否
の
判
定
を

行
い
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

①
医
師
な
ど
の
実
施
者
が
ス
ト
レ

ス
の
程
度
を
評
価
し
、
高
ス
ト
レ

ス
で
医
師
の
面
接
指
導
が
必
要
な

者
を
選
び
ま
す
。

４
、
本
人
に
結
果
を
通
知
し
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

①
結
果
は
、
事
業
主
や
事
業
所
に

は
返
っ
て
き
ま
せ
ん
。
結
果
を
入

手
す
る
に
は
、
結
果
の
通
知
後
、

本
人
の
同
意
が
必
要
で
す
。

②
結
果
は
、
医
師
な
ど
の
実
施
者

（
ま
た
は
そ
の
補
助
を
す
る
実
施

事
務
従
事
者
）
が
保
存
し
ま
す
。

５
、
面
接
指
導
と
就
業
上
の
措
置

を
実
施
し
ま
す
。

【
ポ
イ
ン
ト
】

①
３
、
の
判
定
で
「
医
師
に
よ
る

面
接
指
導
が
必
要
」
と
さ
れ
た
労

働
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、

医
師
に
依
頼
し
て
面
接
指
導
を
実

施
し
ま
す
（
期
限
が
あ
り
ま
す
）
。

②
面
接
指
導
の
結
果
は
、
事
業
所

で
５
年
間
保
存
し
ま
す
。

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
は
、

労
働
者
の
個
人
情
報
が
適
切
に
保

護
さ
れ
、
不
正
な
目
的
で
利
用
さ

れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
労

働
者
も
安
心
し
て
受
け
、
適
切
な

対
応
や
改
善
に
つ
な
げ
ら
れ
る
仕

組
み
で
す
。
そ
の
た
め
、
情
報
の

取
扱
い
に
十
分
留
意
す
る
と
と
も

に
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
防
止
し

ま
し
ょ
う
。
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ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
と
は

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
制
度
の

実
施
手
順

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

制
度
運
用
の
注
意
点



派
遣
労
働
者
を
含
め
て
従
業
員

50
人
未
満
の
事
業
主
が
、
ス
ト
レ

ス
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
、
ま
た
、

医
師
か
ら
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
後

の
面
接
指
導
等
の
活
動
の
提
供
を

受
け
た
場
合
に
、
費
用
の
助
成
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

た
だ
し
、
左
表
要
件
す
べ
て
に

該
当
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
す
。

助
成
の
対
象
と
な
る
費
用
と
助

成
額
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

た
だ
し
、
実
費
額
が
上
限
額
を
下

回
る
場
合
は
実
費
額
（
税
込
）
に

な
り
ま
す
。

今
回
の
助
成
金
の
対
象
と
な
る

取
組
の
実
施
時
期
と
申
請
期
間
は
、

以
下
の
と
お
り
で
す
。

実
施
時
期

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

３
年
３
月
31
日
ま
で

※
以
下
の
日
付
が
上
記
期
間
中

で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

・
様
式
第
2
号
又
は
様
式
第
２
ー

２
号
の
「
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
実

施
日
」

・
様
式
様
式
第
3
号
又
は
様
式
第

３
ー
２
号
「
２
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
に
係
る
医
師
に
活
動
実
施
状
況
」

の
実
施
日

申
請
期
間

令
和
２
年
５
月
29
日
か
ら
令
和

３
年
６
月
30
日
ま
で
（
消
印
有
効
）

な
お
、
申
請
先
は
独
立
行
政
法

人
労
働
者
健
康
安
全
機
構

勤
労

者
医
療
・
産
業
保
健
部
産
業
保
健

業
務
指
導
課
で
す
。

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
10
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
10
月
分
源
泉
所
得
税
・
住
民
税

の
納
付
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

30
日

○
10
月
分
健
保
・
厚
年
保
険
料
の

納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

そ
の
他

○

年
末
調
整
の
申
告
書
配
布
と
回

収
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朝
夕
と
日
中
の
気
温
差
が
大
き

く
な
る
こ
の
時
期
、
毎
年
ノ
ド
の

調
子
が
悪
く
な
る
の
で
す
が
、
今

年
は
自
覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。

“
常
時
マ
ス
ク
着
用
”
の
思
わ
ぬ

効
果
で
し
ょ
う
か
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

十
一
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

【事業場の要件】

１．労働者を雇用している法人・個人事業主であること。

２．労働保険の適用事業場であること。

３．常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。

【対象となる取組の要件】

１．ストレスチェックの実施

・ストレスチェックの実施者が決まっていること。

２．ストレスチェックに係る医師の活動（※1）

面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること。

・事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全

部または一部を行わせる体制が整備されていること。（※2）

ストレスチェックに係る医師による活動1 回あたりの金額が明記されていること。

実施医師の氏名が明記されていること。

申請事業場が契約を締結していること。又は、本社等が管轄事業場の契約をまと

めて締結している場合は、申請事業場が契約対象事業場として明記されていること。

・ストレスチェックの実施および面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以

外の者であること。

助成の対象 助成額（上限額）

１従業員につき

500円（税込）

× 実施人数分

１事業場あたり

１回の活動につき

21,500円（税込）

ストレスチェックの

実施費用

（年１回のストレス

チェックを実施した場合）

ストレスチェックに

係る医師による活動費用

南禅寺

(※1)ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること。

(※2)ストレスチェック後の面接指導等を実施することが含まれていること。


